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号 

   

衆
議
院
議
員
受
田
新
吉
君
提
出
引
揚
者
の
在
外
財
産
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す 

る
。 内

閣
衆
質
七
五
第
二
四
号 

昭
和
五
十
年
七
月
八
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
受
田
新
吉
君
提
出
引
揚
者
の
在
外
財
産
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

御
質
問
の
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
（
条
約
附
属
書
を
含
む
）
は
、
国
際
法
上
一
般
に
戦
争
が
違
法

と
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
時
代
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
際
連
合
憲
章
第
二
条
4
に
お
い
て
、
武
力
の
行

使
が
、
他
国
の
領
土
保
全
又
は
政
治
的
独
立
に
対
す
る
も
の
も
、
ま
た
、
国
際
連
合
の
目
的
と
両
立
し
な
い
他

の
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
の
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
今
日
に
お
い
て
は
、
同
条
約
の
適
用
に
つ
き
種
々
議
論
は

あ
る
が
、
一
般
に
は
、
国
家
間
に
実
態
的
な
戦
争
状
態
が
存
在
す
る
場
合
に
は
同
条
約
の
適
用
が
あ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。 

イ 

「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
の
違
反
が
あ
つ
た
場
合
の
責
任
に
つ
い
て
、
同
条
約
は
、
そ
の
第
三

条
に
お
い
て
、
「
前
記
規
則
ノ
条
項
ニ
違
反
シ
タ
ル
交
戦
当
事
国
ハ
、
損
害
ア
ル
ト
キ
ハ
、
之
カ
賠
償
ノ
責 



ロ 

「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
」
第
四
条

(b)
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
財
産
の
処
理
に
関
し
て
は
、
「
陸
戦
ノ
法
規

慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
に
規
定
す
る
一
般
原
則
の
範
囲
を
超
え
た
処
理
が
合
衆
国
軍
政
府
に
よ
つ
て
な
さ
れ

た
場
合
が
あ
つ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
か
か
る
処
理
に
つ
い
て
は
、
同
条

(b)
の
規
定
に
よ
つ

て
、
そ
の
効
力
を
承
認
し
、
右
平
和
条
約
第
十
九
条
(a)
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
請
求
権
を
放
棄
し

た
も
の
で
あ
る
。 

ヲ
負
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
違
反
国
の
責
任
を
追
及
す
る
特
別
の
機
関
を
設

け
て
い
な
い
。 

政
府
と
し
て
は
、
平
和
条
約
上
か
か
る
措
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
に
関
し
、
国
に
当
該
財
産
の
旧
所
有
者
に

対
す
る
法
律
上
の
補
償
の
責
任
は
な
い
と
の
立
場
に
立
つ
て
い
る
。
か
か
る
立
場
は
、
最
高
裁
判
所
の
判
例

（
昭
和
四
三
年
一
一
月
二
七
日
大
法
廷
判
決
及
び
昭
和
四
四
年
七
月
四
日
第
二
小
法
廷
判
決
）
の
趣
旨
と
も
合

致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

四 

 



二
に
つ
い
て 

ロ 

終
戦
直
後
、
連
合
軍
最
高
司
令
部
の
覚
書
に
基
づ
く
昭
和
二
十
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
に
よ
つ
て
引
揚

者
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
在
外
財
産
等
報
告
書
は
、
集
計
作
業
を
行
つ
た
後
、
集
計
表
と
と
も
に
連
合
軍
最
高

司
令
部
へ
提
出
し
た
。 

イ 

税
関
保
管
物
件
は
、
引
揚
者
が
持
ち
帰
つ
た
通
貨
、
証
券
等
を
税
関
が
保
管
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
引

揚
者
か
ら
の
返
還
請
求
に
応
じ
返
還
処
理
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

こ
の
在
外
財
産
等
報
告
書
は
、
終
戦
直
後
の
混
乱
期
に
引
揚
者
等
か
ら
申
告
に
よ
り
徴
し
た
報
告
で
あ 

り
、
証
拠
資
料
が
皆
無
に
近
か
つ
た
こ
と
、
ま
た
、
評
価
基
準
が
不
統
一
で
あ
つ
た
こ
と
等
の
事
情
か
ら
み

て
、
客
観
性
又
は
信
ぴ
よ
う
性
に
乏
し
い
も
の
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
公
表
す
る
こ
と
は
適
当
で
な 

政
府
は
、
こ
の
保
管
物
件
を
可
能
な
限
り
返
還
す
る
よ
う
努
め
て
参
る
所
存
で
あ
つ
て
、
現
在
、
こ
の
最

終
処
理
を
検
討
す
べ
き
段
階
に
至
つ
て
い
な
い
と
考
え
る
。 

五 

 



ニ 

引
揚
者
の
在
外
財
産
問
題
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
の
第
三
次
在
外
財
産
問
題
審
議
会
の
答

申
の
趣
旨
に
の
つ
と
り
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
引
揚
者
等
に
対
し
て
特
別
交
付
金
の
支
給
措
置
を
講
ず
る
こ

と
を
も
つ
て
最
終
的
に
解
決
す
る
旨
を
閣
議
決
定
し
、
引
揚
者
等
に
対
す
る
特
別
交
付
金
の
支
給
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
基
づ
き
措
置
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
右
の
措
置
を
も
つ
て

在
外
財
産
の
処
理
は
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

ハ 

関
係
者
の
陳
情
等
に
よ
り
、
台
湾
引
揚
者
が
、
引
揚
げ
に
際
し
、
台
湾
当
局
が
発
行
し
た
「
私
人
財
産
清

冊
」
（
私
有
財
産
明
細
書
）
を
持
ち
帰
つ
て
い
る
旨
承
知
し
て
い
る
が
、
右
「
清
冊
」
の
内
容
の
真
否
等
に
つ
い

て
、
現
在
、
政
府
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

な
お
、
特
別
交
付
金
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
ま
で
に
、
支
給
対
象
者
と
し
て
、
約
三
一
三
万
人
を
認
定 

し
、
約
一
六
三
六
億
円
を
支
給
し
た
。 

い
と
考
え
る
。 

六 

 



 

七 

三
に
つ
い
て 

御
質
問
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
御
質
問
事
項
一
に
関
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ
に
も
か
ん

が
み
、
国
連
総
会
に
お
け
る
審
議
を
求
め
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




